
は
じ
め
に

「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
」（
以

下
、
特
別
区
設
置
法
）
に
基
づ
き
大
阪
市
を
廃
止
・
解
体
し
特
別
区

を
設
け
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
二

一
五
年
五
月
の
住
民
投
票
の
結

果
反
対
多
数
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
阻
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二

一
七
年
六
月
に
は
大
阪
府
・
大
阪
市
大
都
市
制
度
（
特
別
区
設
置
）

協
議
会
（
以
下
、
法
定
協
議
会
）
が
再
設
置
さ
れ
た
。
以
後
二

二

年
二
月
ま
で
の
間
に
三
三
回
の
会
議
が
開
か
れ
、「
特
別
区
設
置

協
定
書（
案
）」（
二

二

年
一
月
三
一
日
発
表
、
以
下
、
協
定
書

案
）
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
特
別
区
設
置
の
基
本
的
方
向
性
が
示
さ

れ
た
。

そ
の
後
、
総
務
省
を
は
じ
め
関
係
府
省
と
意
見
調
整
と
協
議
が
行

わ
れ
、
法
定
協
議
会
で
正
式
に
決
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
府
・
市
の
議

会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
、
再
度
の
住
民
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

法
定
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
知
事
・
市
長
と
府
市
の
議
会
議
員
各

九
人
の
合
計
二

人
か
ら
な
っ
て
い
る
。
特
別
区
設
置
法
第
四
条
で

は
「
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
こ
れ
を
選
任
す
る
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
市

民
・
市
民
団
体
・
経
済
団
体
関
係
者
、
あ
る
い
は
学
識
経
験
者
等
を

対
象
と
す
る
公
聴
会
も
い
っ
さ
い
開
か
れ
ず
、
法
定
協
議
会
は
き
わ

め
て
政
治
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
筆
者
が
法
定
協
議
会
を
傍
聴

し
て
の
感
想
は
、
多
数
会
派
に
よ
る
シ
ナ
リ
オ
ど
お
り
の
進
行
で
、

少
数
派
の
異
論
は
法
定
協
議
会
の
目
的
に
反
す
る
と
し
て
排
除
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

協
定
書
案
は
特
別
区
設
置
法
第
五
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
た
八
項

目
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
大
阪
市
廃
止
・
解

体
に
よ
る
特
別
区
設
置
の
設
計
図
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

一
項
目
目
に
は
「
特
別
区
の
設
置
の
日
」
が
あ
り
、
協
定
書
案
で
は

「
令
和
七
年
一
月
一
日
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
八
項
目
の
う
ち
の
「
五
特
別
区
と
こ
れ
を

包
括
す
る
道
府
県
の
事
務
の
分
担
に
関
す
る
事
項
」（
事
務
分
担
）

お
よ
び
「
六
特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
の
税
源
の
配
分

及
び
財
政
の
調
整
に
関
す
る
事
項
」（
税
源
配
分
・
財
政
調
整
）
の

二
項
目
に
絞
っ
て
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

地
方
自
治
法
に
よ
る
特
別
区
と

特
別
区
設
置
法
に
よ
る
特
別
区
の
役
割
分
担　

⑴　

二
つ
の
類
型
の
特
別
区

特
別
区
と
い
え
ば
東
京
で
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
「
都
の
区
」
で

あ
る
。
一
九
四
七
年
の
地
方
自
治
法
施
行
と
と
も
に
生
ま
れ
た
特
別

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
以
後
幾
多
の
制
度
改
正
を
経
て
、
九
八
年

の
地
方
自
治
法
改
正
で
基
礎
自
治
体
と
な
っ
た
が
、
特
別
区
に
よ
る

自
治
権
拡
充
運
動
は
こ
ん
に
ち
も
な
お
持
続
し
て
い
る
。

一
方
、
地
方
分
権
改
革
論
議
が
混
迷
す
る
な
か
、
政
治
主
導
で
国

会
各
会
派
の
原
案
を
協
議
し
て
議
員
立
法
と
し
て
一
本
化
・
成
立
さ

せ
た
の
が
、
二

一
二
年
の
特
別
区
設
置
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律

は
、
と
く
に
人
口
規
模
の
大
き
い
大
都
市
地
域
に
お
い
て
関
係
市
町

村
と
そ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
と
が
協
議
し
て
特
別
区
を
設
置
で
き

る
手
順
を
定
め
て
い
る
。
同
法
第
一

条
で
は
、「
特
別
区
を
包
括

す
る
道
府
県
は
、
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
都
と
み
な
す
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
地
方
自
治

法
に
よ
る
都
区
制
度
が
基
本
型
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
法
律
上
の
み
な
し
規
定
で

あ
っ
て
、
包
括
す
る
道
府
県
の
名
称
が
「
都
」
に
変
わ
る
わ
け
で
は

な
い
。

特
別
区
設
置
法
に
基
づ
く
特
別
区
は
現
在
ど
こ
に
も
設
置
さ
れ
て

い
な
い
。
二
度
目
の
協
議
を
行
っ
て
い
る
の
が
大
阪
府
と
大
阪
市
で

あ
る
。
特
別
区
の
設
置
を
阻
む
に
は
最
終
的
に
住
民
投
票
に
よ
る
反

対
多
数
が
必
要
で
あ
り
、
大
阪
市
は
い
ま
重
大
な
局
面
に
あ
る
。

⑵　

都
区
制
度
に
お
け
る
事
務
分
担

ま
ず
東
京
都
と
特
別
区
と
が
「
特
別
区
の
存
す
る
区
域
」（
旧
東

京
市
の
区
域
）
で
ど
の
よ
う
な
役
割
分
担
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
み

る
こ
と
と
す
る
。

特
集
●
大
阪
市
廃
止
・
分
割
を
批
判
す
る　

―
―
事
務
分
担
・
税
源
配
分
・
財
政
調
整
―
―

「
特
別
区
設
置
協
定
書
案
」
の
検
証

特
集
●
大
阪
市
廃
止
・
分
割
を
批
判
す
る　

Ⅴ　

木
村　

收

元
阪
南
大
学
教
授
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し
出
る
こ
と
が
で
き
、
政
府
は
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
意
見
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
速
や
か
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」（
同
法
第
一
一
条
）
と
さ
れ

て
い
る
。
特
別
区
設
置
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
特
別
区
と
こ
れ
を
包

括
す
る
道
府
県
と
の
役
割
分
担
は
、
地
方
自
治
法
に
よ
る
都
区
の
事

務
分
担
が
基
本
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る

こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
⑶る
。

二　

特
別
区
設
置
協
定
書
案
に
よ
る
事
務
分
担
の
検
証

⑴　

協
定
書
案
に
よ
る
大
阪
府
・
特
別
区
の
事
務
分
担

協
定
書
案
は
、
一
体
的
な
行
政
体
で
あ
る
大
都
市
と
し
て
の
大
阪

市
を
廃
止
・
解
体
し
、
四
つ
の
特
別
区
（
特
別
地
方
公
共
団
体
）
を

設
置
す
る
た
め
の
設
計
図
で
あ
る
。
市
町
村
の
分
割
は
前
例
が
な

く
、
合
併
と
は
ま
っ
た
く
異
次
元
の
廃
置
分
合
で
あ
り
、
大
阪
市
民

は
そ
の
深
層
を
知
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
大
阪
府
と
特
別
区
の
事
務
分
担
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
。
ま
ず
大
阪
府
が
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
協
定
書
案
で
は
、

「
都
と
み
な
さ
れ
、
特
別
区
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
公
共
団
体
と

し
て
、
大
阪
全
体
の
視
点
か
ら
大
阪
全
体
に
お
け
る
統
一
的
な
戦
略

で
取
り
組
む
べ
き
機
能
を
一
元
的
に
担
う
も
の
で
あ
り
、
大
阪
都
市

圏
の
集
積
及
び
広
が
り
を
踏
ま
え
、
大
阪
全
体
の
成
長
、
都
市
の
発

展
及
び
安
全
・
安
心
に
関
わ
る
事
務
や
特
別
区
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
事
務
等
、
都
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（
別
表
第
１

－

１

か
ら
別
表
第
１

－

４
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
一
般
市
民
は
も
ち
ろ
ん
専
門
家
に
と
っ
て
も
わ
か
り
に

く
い
内
容
で
あ
る
。
そ
の
他
の
資
料
等
に
よ
っ
て
具
体
的
に
み
て
い

く
と
、
東
京
の
都
区
制
度
で
本
来
な
ら
市
に
属
す
る
事
務
で
都
が
処

理
す
る
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
先
述
し
た
事
務
Ｂ
に
相
当
す
る
都
市

計
画
決
定
（
用
途
地
域
等
）、
上
下
水
道
の
設
置
・
管
理
、
消
防
な

ど
）
以
外
に
も
、
市
立
高
校
・
公
立
大
学
、
主
要
道
路
、
大
規
模
公

園
（
動
物
園
ふ
く
む
）、
港
湾
等
、
大
阪
市
の
行
政
イ
ン
フ
ラ
の
め

ぼ
し
い
も
の
が
大
阪
府
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
府
が
承
継
し
な
い
事
務
は
四
つ
の
特
別
区
が
承
継
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
分
割
し
に
く
い
事
務
や
現
在
の
大
阪
市
域
外
の
施
設

が
多
い
た
め
に
、
前
例
を
み
な
い
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合（
後
述
）

と
い
う
「
徒
花
」
ま
で
そ
の
受
け
皿
と
し
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

協
定
書
案
は
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
と
し
て
、
法
令
に
よ
っ
て

特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
（「
現
に
東
京
都
の
特
別

区
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
事
務
に
相
当
す
る
事
務
」）
に
加
え
て
、
多
岐
多
様
な
事
務
を
特

別
区
に
「
附
加
事
務
」
と
し
て
割
り
付
け
て
い
る
。
こ
の
「
附
加
事

地
方
自
治
法
は
都
と
特
別
区
の
役
割
分
担
の
原
則
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
定
め
て
い
る
（
第
二
八
一
条
の
二
）。
ま
ず
都
の
役
割
は
、「
都
道

府
県
が
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
特
別
区
に
関
す
る

連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
」（
Ａ
）
に
加
え
て
、「
人
口
が
高
度
に
集

中
す
る
大
都
市
地
域
に
お
け
る
行
政
の
一
体
性
及
び
統
一
性
の
確
保

の
観
点
か
ら
当
該
区
域
を
通
じ
て
都
が
一
体
的
に
処
理
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
」（
Ｂ
）
を
分
担
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
特
別
区
は
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
前

記
Ｂ
の
事
務
を
除
く
市
町
村
の
事
務
で
あ
る
「
地
域
に
お
け
る
事

務
」（
Ｃ
）
お
よ
び
「
そ
の
他
の
事
務
で
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く

政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
」（
Ｄ
）
を
担
う
（
同

法
第
二
条
二
・
三
項
）。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
都
と
特
別
区
と
の
役
割
分
担
は
一
般
の
道
府

県
と
市
と
は
異
な
り
、
市
が
行
う
事
務
の
う
ち
Ｂ
が
都
に
留
保
さ
れ

て
い
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
道
府
県

の
行
う
事
務
の
一
部
を
市
が
担
う
政
令
指
定
都
市
制
度
で
あ
る
。

こ
こ
で
都
が
一
体
的
に
処
理
す
る
事
務
で
あ
る
Ｂ
の
お
も
な
も
の

は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

都
市
計
画
決
定
（
用
途
地
域
等
）、
上
下
水
道
の
設
置
・
管
理
、

消
防

こ
れ
に
対
し
て
法
律
・
政
令
で
特
定
市
が
処
理
す
る
事
務
Ｄ
で
特

別
区
が
担
っ
て
い
る
も
の
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
⑴る
。

保
健
所
設
置
市
の
事
務
（
食
品
衛
生
法
、
狂
犬
病
予
防
法
等
四

法
律
に
基
づ
く
事
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
は
都
の
事
務
）、
建

築
基
準
法
に
基
づ
く
事
務
、
児
童
相
談
所
設
置
市
と
し
て
の
事

務
こ
の
う
ち
児
童
相
談
所
の
設
置
は
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
が

義
務
づ
け
さ
れ
て
お
り
、
二

六
年
か
ら
は
中
核
市
、
さ
ら
に
二

一
七
年
か
ら
は
特
別
区
も
設
置
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
二

一
九
年
四
月
時
点
で
中
核
市
五
四
市
中
、
設
置
し
た
の
は

横
須
賀
・
金
沢
・
明
石
の
三
市
の
み
で
あ
る
。
特
別
区
で
は
二

二

年
度
か
ら
世
田
谷
・
江
戸
川
・
荒
川
の
三
区
が
先
行
し
て
開
設
し

て
い
る
が
、
そ
の
他
の
特
別
区
は
検
討
中
で
あ
る
（
練
馬
区
の
よ
う

に
設
置
し
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
区
も
あ
る
）。
設
置
が
進
ま
な

い
背
景
に
は
、
専
門
職
員
や
財
源
の
確
保
に
加
え
て
、
設
置
場
所
の

確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
⑵る
（
な
お
二
三
区
内
に

は
都
立
の
児
童
相
談
所
も
設
置
さ
れ
て
い
る
）。

⑶　

特
別
区
設
置
法
に
基
づ
く
特
別
区
と

こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
と
の
役
割
分
担　

先
述
し
た
よ
う
に
、
特
別
区
設
置
協
定
書
に
よ
っ
て
特
別
区
と
こ

れ
を
包
括
す
る
道
府
県
と
の
間
の
事
務
分
担
や
税
源
配
分
・
財
政
調

整
が
決
め
ら
れ
る
（
特
別
区
設
置
法
第
五
条
）。
そ
の
作
成
に
あ
た

り
、
こ
の
二
項
目
に
関
し
て
関
係
団
体
は
政
府
に
対
し
て
意
見
を
申
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容
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
務
分
担
と
す
る
理
由
と
し
て
協
定
書
案
は
、
新
た
に

設
け
る
特
別
区
に
つ
い
て
①
中
核
市
の
要
件
を
上
回
る
約
六

～
七

五
万
の
人
口
と
な
る
こ
と
、
②
従
来
大
阪
市
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き

た
知
見
・
実
績
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
有
し
、
ま
た
、
従
来
の
大
阪
市
に

お
け
る
組
織
体
制
を
も
と
に
、
中

核
市
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務

に
加
え
て
、
都
道
府
県
が
担
う
こ

と
と
さ
れ
る
事
務
及
び
政
令
指
定

都
市
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務

の
一
部
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要

な
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
、
③
従
来
大
阪
市
が
保
有
し
て

い
た
施
設
・
設
備
等
を
基
本
的
に

承
継
し
、
ま
た
、
財
政
調
整
制
度

に
よ
り
必
要
な
財
源
が
確
保
さ
れ

る
制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
理
由
づ
け
は
大

阪
市
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
、
四

つ
の
特
別
区
と
マ
ン
モ
ス
一
部
事

務
組
合
と
い
う
五
つ
の
特
別
地
方

公
共
団
体
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
ノ
ウ

ハ
ウ
や
施
設
・
設
備
も
分
断
・
分
散
さ
れ
、
大
規
模
な
人
事
異
動
に

と
も
な
い
職
員
も
大
規
模
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
制

度
設
計
が
み
ず
か
ら
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
事
態
を
直
視
し
た
も
の

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
大
阪
市
が
も
つ
政
令
指
定
都
市
の
メ
リ
ッ
ト

務
」
は
法
令
事
務
で
あ
る
が
、
法
律
上
特
別
区
の
事
務
分
担
で
は
な

い
も
の
で
あ
る
。
協
定
書
案
で
は
膨
大
な
ペ
ー
ジ
を
充
て
て
一
件
ご

と
に
そ
の
明
細
を
列
記
し
て
い
る
。
そ
れ
を
筆
者
が
ま
と
め
た
の
が

表
１
お
よ
び
表
２
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
み
る
と
、
①
都
道
府
県
権
限
に
係
る
法
令
事
務
（
協

定
書
案
・
別
表
第
１

－

１
）
と
し
て
一
八
六
条
項
、
②
政
令
指
定
都

市
の
特
例
権
限
に
係
る
法
令
事
務
（
同
・
別
表
第
１

－

２
）
と
し
て

六
二
八
条
項
、
③
中
核
市
権
限
（
政
令
で
定
め
る
市
等
の
権
限
事
務

を
ふ
く
む
）
に
係
る
法
令
事
務
（
同
・
別
表
第
１

－

３
）
と
し
て
一

四
四
九
条
項
、
④
特
別
区
の
特
例
に
よ
り
都
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
法
令
事
務
（
同
・
別
表
第
１

－

４
）
と
し
て
五
六
九
条
項

と
な
っ
て
い
る
。

以
上
①
か
ら
④
の
事
務
条
項
数
は
合
計
二
八
三
二
に
お
よ
ぶ
が
、

協
定
書
案
で
は
大
阪
市
の
廃
止
・
解
体
に
と
も
な
っ
て
大
阪
府
が
主

要
事
務
・
事
業
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
承
継
す
る
事
務
を
除
い
た

種
々
雑
多
な
事
務
で
あ
る
「
残
滓
」
が
、
こ
と
ご
と
く
特
別
区
の
事

務
に
仕
分
け
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
制
度
設
計
の
真

実
で
あ
り
特
徴
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
１
の
「
東
京
都
区
制
度
で
の
事
務
分
担
」
欄
を
み
る

と
、
こ
れ
ら
の
事
務
は
八
割
近
く
を
特
別
区
で
は
な
く
東
京
都
が

担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
二
二

五
事
務
条
項
）。
同
じ
特
別

区
の
制
度
で
あ
る
が
、
東
京
と
大
阪
で
は
あ
ま
り
に
も
対
照
的
な
内

表 １　特別区設置協定書案による大阪市廃止後の
　　　事務分担案（法令事務についての事務分担）

別
表
の
区
分

協
定
書（
案
）

大阪市が行っている事務の
法令上の事務区分による

事務分担

協定書（案）による
事務分担に係る
条項ごとの事務数

（参考）　　　　　　
東京都区特制度での

事務分担条項
ごとの
事務数 ４

特別区
一部事
務組合 大阪府

東京都
の権限

都又は
特別区

２３
特別区

第１－１ ①�都道府県権限に係る法令事務（②③④を除く） 186 186 － － 186

第１－２ ②�政令指定都市の特例権限に係る法令事務（③④を除く） 628 628 － － 628

第１－３
③�中核市権限（政令で定める市
等の権限事務をふくむ）に係
る法令事務（④を除く）

1,449 1,449 － －
該当なし 14事務

1,251 145 39

第１－４
④�特別区の特例により都が処
理することとされている法令
事務（建築主事・保健所関係）

569 569 － － 140 － 429

合　　　　計 2,832 2,832 2,205 145 468

（注）１.法令事務は２0１6年 5 月 １ 日現在。
２.大都市特例等については、２0１9年１２月 １ 日で施行されているもの。

（出所）大阪府・大阪市「特別区設置協定書（案）」別表により筆者作成。

　表 ２　特別区設置協定書案による事務分担案　　
　　　（法令による以外の大阪市が処理している事務）

事務の区分
任意事務 業務分担の区分（事務数）

事務
区分

事務
の数 大阪府 特別区

特別区 連携
１ こども 21 117 2 99 （一組）16

２ 福祉 39 186 20 123 （一組）40（共同）33
３ 健康・保健 15 73 7 62 （一組）34

４ 教育 28 265 46 219 －

5 環境 14 168 17 144 （一組）37

6 産業・市場 8 42 18 24 －

7 都市魅力 12 37 23 14 －

8 まちづくり 22 202 46 153 （一組）33

9 都市基盤整備 7 56 14 36 （一組）36

10住民生活 23 132 5 116 11

11消防・防災 6 31 3 28 －

12自治体運営 30 152 5 119 （一組）28
合　計 225� 1,461� 206� 1,137� 118�

（注）（一組）は一部事務組合の略。
（出所）表 １に同じ。

②道路・河川・公園等に係る事務（別表第１の5②）
　２３事務が示されており、うち大阪府分担１４事務、特別区
分担 9事務となっている。大阪府に承継されるのは、道路
事業２0２㎞（特別区に３，４77㎞）、一級河川、 5大公園（天王
寺動物園をふくむ）、港湾事業、夢洲・咲洲地区開発関連、
大阪市立大学、大阪市立工業研究所、大阪市民病院、中央
卸売市場事業等である。

①任意事務（その１）（別表第１の5①）
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と
こ
ろ
で
協
定
書
案
が
一
括
的
・
網
羅
的
に
事
務
処
理
特
例
制
度

を
活
用
す
る
方
針
を
と
る
背
景
に
は
、
前
回
の
協
定
書
作
成
時
に
お

け
る
国
と
の
協
議
の
経
験
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
当
時
改
正
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
延
べ
一
三
三
法
令
に
つ
い
て

の
協
議
・
調
整
過
程
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
総
務
省
の
考
え
方
が
示
さ
れ

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
⑷る
。

総
務
省
か
ら
は
、
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
東

京
の
特
別
区
並
み
で
進
め
て
、
そ
れ
と
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る

場
合
は
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
制
度
や
事
務
委
託
な

ど
、
現
行
制
度
を
活
用
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

こ
の
考
え
方
を
う
け
て
の
国
と
の
一
連
の
協
議
・
調
整
の
な
か
で

「
条
例
に
よ
る
権
限
移
譲
に
な
じ
ま
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
の
は

都
市
計
画
関
係
の
み
で
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
方
針
で
あ
れ
ば
、
国
は
手
間
の
か
か
る
法
律
改
正
の

作
業
を
省
略
で
き
る
。
推
進
す
る
側
に
と
っ
て
も
条
例
に
よ
る
事
務

処
理
の
特
例
制
度
の
活
用
は
制
度
設
計
の
早
期
化
に
役
立
ち
、
わ
ず

ら
わ
し
い
各
省
と
の
協
議
も
軽
減
で
き
る
「
渡
り
に
船
」
の
制
度

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
回
二
度
目
の
協
定
書
案
の
作
成
に

あ
た
り
、
特
例
制
度
が
法
令
事
務
の
特
別
区
へ
の
承
継
方
法
と
し
て

網
羅
的
に
一
括
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
方
針
に
は
重
大
な
疑
問
が
あ
る
。

ま
ず
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
制
度
に
お
け
る
協
議
者
と
し

て
法
定
協
議
会
は
的
確
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
来
の
当

事
者
は
、
大
阪
府
知
事
と
四
特
別
区
そ
れ
ぞ
れ
の
区
長
で
は
な
い
の

か
。
し
か
も
、
協
定
書
案
が
予
定
す
る
特
別
区
設
置
の
日
で
あ
る
二

二
五
年
一
月
一
日
ま
で
は
特
別
区
も
特
別
区
長
も
存
在
し
な
い
。

当
事
者
不
在
の
協
議
は
あ
り
得
ず
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
制
度
の

活
用
の
余
地
も
ま
た
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
協
定
書
案
の

前
記
二
八
三
二
の
法
令
条
項
事
務
に
つ
い
て
特
別
区
の
事
務
で
あ
る

こ
と
を
明
記
す
る
法
令
の
改
正
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
事
務
分

担
は
特
別
区
で
な
く
ま
ず
は
大
阪
府
で
承
継
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
特
別
区
設
置
法
施
行
令
第
一
九
条
（
事
務
の
承

継
）
は
、「
従
来
そ
の
地
域
に
お
い
て
旧
所
属
市
町
村
が
処
理
し
て

い
た
事
務
は
、
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
特
別
区
設

置
協
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
別
区
又
は
こ
れ
を
包
括

す
る
道
府
県
が
承
継
し
、
従
来
そ
の
地
域
に
お
い
て
関
係
道
府
県
が

処
理
し
て
い
た
事
務
の
一
部
は
、
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
又
は
特
別
区
設
置
協
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
別
区

が
承
継
す
る
」
と
し
て
い
る
。

本
条
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
解
説
が
あ
⑸る
。

従
来
特
別
区
が
属
し
て
い
た
地
域
に
お
い
て
市
町
村
が
処
理
し

て
い
た
事
務
に
つ
い
て
は
、
法
律
・
政
令
に
基
づ
く
事
務
に
あ
っ

て
は
当
該
特
別
区
又
は
道
府
県
の
う
ち
法
律
・
政
令
に
基
づ
き
当

は
な
く
な
り
、
そ
れ
を
支
え
る
職
員
も
組
織
も
分
割
の
デ
メ
リ
ッ
ト

に
さ
ら
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
法
令
事
務
に
加
え
て
、
大
阪
市
が
大
都
市
の
総
合
的
自

治
体
と
し
て
行
っ
て
き
た
事
務
事
業
に
つ
い
て
も
、
協
定
書
案
は
法

令
に
よ
る
以
外
の
大
阪
市
が
処
理
し
て
い
る
事
務
を
①
任
意
事
務
、

②
道
路
・
河
川
・
公
園
等
に
係
る
事
務
に
分
類
し
、
大
阪
府
と
特
別

区
の
承
継
分
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
仕
分
け
し
て
い
る
（
表
２
参
照
）。

協
定
書
案
に
よ
る
事
務
分
担
の
概
要
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

東
京
都
区
制
度
と
は
ま
っ
た
く
「
似
て
非
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
大

阪
市
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
説
得
力
の
あ
る
説
明
も
な
い
。

こ
れ
ま
で
東
京
と
大
阪
で
は
、
一
九
四
三
年
に
東
京
府
と
東
京
市

を
と
も
に
廃
止
し
て
都
制
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
異
な
っ
た
大
都
市

制
度
を
選
択
し
て
き
た
。
こ
ん
に
ち
の
都
区
制
度
と
政
令
指
定
都
市

制
度
は
そ
の
一
応
の
到
達
点
で
あ
る
。
現
行
制
度
に
は
問
題
が
あ
り

そ
の
見
直
し
は
常
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
制
度
を
土
台
ご
と

ひ
っ
く
り
返
す
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
協
定
書
案
や
「
法

定
協
だ
よ
り
」
の
い
う
「
広
域
行
政
は
府
へ
一
元
化
、
基
礎
自
治
は

特
別
区
へ
」
と
い
う
文
言
に
は
説
得
力
は
な
く
、
む
な
し
い
「
政
治

的
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
と
し
て
し
か
響
か
な
い
。

た
と
え
ば
大
阪
市
は
戦
前
か
ら
一
部
国
道
を
除
く
市
内
の
道
路
を

一
元
管
理
し
て
き
た
が
、
な
ぜ
い
ま
そ
れ
を
府
と
特
別
区
に
二
元
化

し
、
市
域
全
体
で
み
る
と
府
と
四
つ
の
特
別
区
で
五
元
管
理
す
る
よ

う
な
こ
と
が
必
要
な
の
か
。
大
阪
市
立
高
校
は
府
に
統
合
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
府
内
の
三
市
に
あ
る
市
立
高
校
は
な
ぜ
市
立
の
ま

ま
な
の
か
。
全
国
に
三

近
い
市
立
大
学
が
あ
る
の
に
大
阪
市
立
大

学
は
な
ぜ
市
立
で
な
く
な
る
の
か
。
な
ぜ
規
模
の
大
き
い
公
園
は
す

べ
て
府
立
公
園
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
協
定
書
案
へ
の
疑

問
は
尽
き
な
い
。

⑵　

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
制
度
活
用
の
問
題
点

協
定
書
案
は
事
務
分
担
の
仕
分
け
に
あ
た
り
、「
現
に
東
京
都
の

特
別
区
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
と
は
異
な
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
る
事

務
処
理
特
例
制
度
等
の
現
行
制
度
を
活
用
し
て
対
応
す
る
こ
と
と
す

る
」
と
の
対
応
方
針
を
明
記
し
て
い
る
。

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
は
、
地
方
分
権
一
括
法
に
と
も

な
っ
て
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ

り
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で

あ
る
（
第
二
五
二
条
の
一
七
の
二
）。
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
知
事
は
市
町
村
長
と
の
協
議
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
所

要
の
財
源
措
置
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
協
議
は
「
同
意
」

と
は
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
事
者
間
で
協
議
を
尽
く
し
双

方
の
納
得
の
う
え
で
制
度
が
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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事
務
組
合
の
運
営

に
、
議
会
が
ど
の
よ

う
に
関
与
で
き
る
の

か
大
き
な
疑
問
が
あ

る
。
議
会
に
「
委
員

会
」
を
設
け
る
の

か
、
ほ
か
に
も
淀
川

左
岸
、
淀
川
右
岸
、

大
和
川
右
岸
の
水
防

事
務
組
合
も
あ
る
な

か
で
、
定
数
わ
ず
か

一
八
～
二
三
人
の
特

別
区
議
会
か
ら
議
員

を
選
出
で
き
る
の

か
、
な
ど
疑
問
は
尽

き
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ

「
マ
ン
モ
ス
一
部
事

務
組
合
」
が
複
雑

で
、
市
民
の
目
が
届

か
な
い
存
在
に
な
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
が
、
法
律
・
政
令
に
基
づ

か
な
い
事
務
に
あ
っ
て
は
特
別
区
設
置
協
定
書
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
が
承
継
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。（
傍
線
は
筆
者
）

な
お
、
東
京
都
に
お
け
る
事
務
処
理
の
特
例
制
度
の
例
と
し
て

は
、
指
定
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
の
一
部
（
商
業
動
態
統
計
調

査
、
建
築
工
事
統
計
調
査
）、
屋
外
広
告
物
の
規
制
に
関
す
る
事
務

お
よ
び
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
に
関
す
る
事
務
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
⑹る
。

⑶　
「
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合
」
へ
の
疑
問

協
定
書
案
は
、
第
八
項
の
そ
の
他
特
別
区
の
設
置
に
必
要
な
事
項

の
一
つ
と
し
て
、
特
別
区
が
担
う
事
務
は
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
特
別
区

が
担
う
と
い
う
当
然
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
多
数
の
特
定
事
業

（
協
定
書
案
・
別
表
第
２

－

３
）
に
つ
い
て
、
専
門
性
と
サ
ー
ビ
ス

実
施
の
公
平
性
・
効
率
性
の
確
保
を
は
か
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ

て
、「
一
部
事
務
組
合
、
機
関
等
の
共
同
設
置
等
の
仕
組
み
の
活
用
」

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

①　

ほ
か
に
例
を
み
な
い
「
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合
」

協
定
書
案
の
別
表
第
２

－

３
に
特
別
区
が
一
部
事
務
組
合
を
設

け
て
共
同
処
理
す
る
事
務
・
事
業
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
唖
然

と
す
る
内
容
で
あ
る
（
表
３
）。

ま
ず
、
超
高
齢
社
会
に
お
い
て
基
礎
自
治
体
と
し
て
核
心
的
な

業
務
で
あ
る
は
ず
の
介
護
保
険
事
業
が
、
あ
く
ま
で
も
特
別
区
と

は
別
の
独
立
し
た
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
一
部
事
務
組
合
へ

「
丸
投
げ
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
東
京
の
特
別
区

で
は
介
護
保
険
事
業
を
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
基
礎
自
治
体
で

あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
区
が
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
大
阪
の
特
別

区
で
は
、
自
治
体
の
長
で
あ
る
特
別
区
長
が
自
区
の
介
護
保
険
事

業
を
直
接
所
管
で
き
な
い
制
度
設
計
な
の
で
あ
る
。
ま
た
自
治
体

業
務
の
基
本
で
あ
り
、
膨
大
な
個
人
情
報
が
蓄
積
さ
れ
た
七
つ
の

電
算
シ
ス
テ
ム
が
、
一
部
事
務
組
合
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
も
理
解

で
き
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
で
相
互
に
関
連
の
な
い
事
務
・

事
業
が
「
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合
」
に
集
積
し
て
い
る
こ
と
は

ほ
か
に
例
を
み
な
い
。
た
と
え
ば
東
京
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合

は
、
大
阪
広
域
環
境
施
設
組
合
（
大
阪
市
・
八
尾
市
・
松
原
市
・

守
口
市
で
構
成
）
に
相
当
す
る
東
京
二
三
区
清
掃
一
部
事
務
組
合

以
外
に
は
、
事
業
が
人
事
・
福
利
厚
生
に
絞
ら
れ
た
特
別
区
人
事

・
厚
生
事
務
組
合
と
こ
れ
も
ま
た
単
一
の
事
業
を
行
う
特
別
区
競

馬
組
合
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

当
然
独
立
し
た
自
治
体
で
あ
る
「
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合
」

に
は
議
会
が
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
介
護
保
険
事
業
を
は
じ
め
と

し
て
多
種
多
様
で
相
互
に
関
連
の
な
い
事
務
・
事
業
を
行
う
一
部

（注）なお、大阪市立弘済院は、「弘済院の今後の方向性の変更について」（２0１9年 ４ 月
大阪市決定）により示された方針により処理することとする。

（出所）大阪府・大阪市「特別区設置協定書（案）」別表第２－３。

表 ３　特別区設置協定書案「特別区が一部事務組合を設けて共同処理する事務」

①事務・事業
　介護保険事業、民間の児童養護施設等及び保護施設の設置認可に関する事務（指導、
助成等の事務を含む。）
②システム管理
　住民情報系 7システム〔住民基本台帳等システム、戸籍情報システム、税務事務シ
ステム、総合福祉システム、国民健康保険等システム、介護保険システム、統合基盤
・ネットワークシステム〕等
③施設管理
＜福祉施設＞
・児童自立支援施設（大阪市立阿武山学園）
・児童心理治療施設（大阪市立児童院・大阪市立弘済のぞみ園）
・児童養護施設（大阪市立弘済みらい園・大阪市立長谷川羽曳野学園）
・母子・父子福祉施設（大阪市立愛光会館）
・�大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター（八 ２ ．（三）（１）において機関
等の共同設置により処理する事務を除いた施設管理に限る。）
・福祉型障がい児入所施設（大阪市立敷津浦学園）
・障がい者就労支援施設（大阪市立千里作業指導所）
・�医療保護施設（弘済院附属病院）・特別養護老人ホーム（弘済院第 １特別養護老人ホー
ム・弘済院第 ２特別養護老人ホーム）（注）

＜市民利用施設＞
・青少年野外活動施設（大阪市立信太山青少年野外活動センター）
・ユースホステル（大阪市立長居ユースホステル）
・青少年センター（大阪市立青少年センター）
・こども文化センター（大阪市立こども文化センター）
・�障がい者スポーツセンター（大阪市舞洲障がい者スポーツセンター・大阪市長居障
がい者スポーツセンター）
・体育館（大阪市中央体育館）
・プール（大阪市立大阪プール）
・庭球場（靭テニスセンター、靱庭球場）
＜その他＞
・大阪市動物管理センター
・�斎場（大阪市立北斎場・大阪市立小林斎場・大阪市立佃斎場・大阪市立鶴見斎場・
大阪市立瓜破斎場・大阪市立葬祭場）
・�霊園（泉南メモリアルパーク・瓜破霊園・服部霊園・北霊園・南霊園）
④財産管理
・�「処分検討地」とされた土地（別表第２‐１‐２に規定する「大阪市未利用地活用方針」
に基づき「処分検討地」とされた土地をいう。）等の管理及び処分
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三　

特
別
区
設
置
協
定
書
案
に
よ
る

税
源
配
分
・
財
政
調
整
の
検
証　

⑴　
「
負
の
特
例
税
制
」
で
あ
る
特
別
区
へ
の
税
源
配
分

①　

特
別
区
へ
の
財
源
配
分
の
仕
組
み

地
方
税
制
は
市
町
村
税
と
道
府
県
税
と
に
二
分
さ
れ
て
税
体
系

を
形
成
し
て
い
る
。
二
分
さ
れ
る
な
か
で
、
大
き
な
特
例
税
制
と

な
っ
て
い
る
の
が
東
京
都
税
と
特
別
区
税
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
務

分
担
が
一
般
的
な
道
府
県
と
市
町
村
の
関
係
と
異
な
っ
て
い
る
こ

と
に
加
え
て
、
特
別
区
間
の
財
政
力
格
差
を
調
整
す
る
こ
と
が
理

由
と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
市
町
村
税
の
な
か
で
大
都
市
の
経
済
活
動
を

も
っ
と
も
反
映
す
る
都
市
的
税
目
で
あ
る
固
定
資
産
税
・
法
人
市

民
税
・
土
地
保
有
税
（
当
面
課
税
停
止
中
）
の
三
税
（
以
下
、
調

整
三
税
）
と
目
的
税
で
あ
る
都
市
計
画
税
・
事
業
所
税
を
合
わ
せ

た
五
つ
の
税
が
地
方
税
法
の
特
例
と
し
て
都
税
と
な
っ
て
い
る
。

調
整
三
税
は
「
都
条
例
の
定
め
る
割
合
」（
現
行
調
整
率
は
五
五

％
）
で
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
と
し
て
特
別
区
に
交
付
さ
れ

る
。こ

の
特
例
に
よ
っ
て
特
別
区
の
課
税
権
は
一
般
市
に
比
べ
て
大

き
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
特
例
は
、
特
別
区

設
置
法
に
よ
っ
て
新
た
に
設
立
さ
れ
る
特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す

る
道
府
県
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
特
別
区

設
置
法
で
は
「
税
源
の
配
分
」
に
つ
い
て
も
協
定
書
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
都
税
の
特
例
と
異
な
る
場
合
は
所
要
の
法
令
改

正
が
必
要
と
な
る
。
協
定
書
案
で
は
東
京
都
区
の
特
例
税
制
と
同

じ
で
あ
る
の
で
、
特
段
の
法
令
改
正
を
必
要
と
し
な
い
。

た
だ
し
協
定
書
案
に
は
「
個
人
市
町
村
税
所
得
割
の
税
率
は
、

地
方
税
法
に
お
い
て
特
別
区
の
区
域
に
適
用
さ
れ
る
標
準
税
率
と

す
る
」
と
但
し
書
き
の
付
記
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

現
在
大
阪
市
で
は
個
人
市
民
税
所
得
割
の
税
率
は
八
％
、
府
民

税
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
政
令
指
定
都
市
の
特
例
で
あ

り
、
一
般
の
市
町
村
で
は
税
率
は
そ
れ
ぞ
れ
六
％
、
四
％
と
な
っ

て
い
る
（
い
ず
れ
も
標
準
税
率
）。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
道
府
県

費
負
担
教
職
員
の
給
与
費
負
担
が
道
府
県
か
ら
政
令
指
定
都
市
に

移
譲
さ
れ
た
（
二

一
七
年
四
月
一
日
）
こ
と
に
と
も
な
う
特
例

措
置
で
、
二

一
八
年
度
の
住
民
税
か
ら
実
施
さ
れ
た
（
二

一

七
年
度
は
道
府
県
か
ら
の
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付
金
で
対

応
）。前

記
但
し
書
き
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
大
阪
市
が
廃
止
・
分

割
さ
れ
て
特
別
区
に
移
行
す
れ
ば
、
こ
の
特
例
税
制
も
廃
止
さ

れ
、
大
阪
市
税
の
二
％
は
府
税
に
復
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
個
人
市
民
税
か
ら
な
る
特
別
区
民
税
は
特

⑺う
。
ま
た
こ
れ
は
大
阪
市
廃
止
・
解
体
に
よ
る
四
特
別
区
へ
の
分

割
が
、「
割
り
切
れ
な
い
割
り
算
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
も
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

②�　

一
部
事
務
組
合
設
立
へ
の
根
源
的
な
疑
問

ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
マ
ン
モ
ス
一
部
事
務
組
合
」
を
協
定

書
案
に
よ
っ
て
設
立
で
き
る
の
か
と
い
う
根
源
的
な
疑
問
も
あ

る
。特

別
区
設
置
法
第
五
条
が
特
別
区
設
置
協
定
書
に
よ
る
こ
と
と

し
て
い
る
の
は
、「
五
特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
の

事
務
の
分
担
に
関
す
る
事
項
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
事
務
組

合
は
特
別
区
と
も
都
道
府
県
と
も
異
な
る
独
立
し
た
特
別
地
方
公

共
団
体
で
あ
り
、
協
定
書
に
よ
っ
て
そ
の
事
務
分
担
等
を
規
定
す

る
こ
と
は
、
そ
の
自
治
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。四

特
別
区
が
一
部
事
務
組
合
を
設
立
す
る
に
は
、
四
区
の
協
議

に
よ
り
規
約
を
定
め
知
事
の
許
可
を
得
て
設
立
す
る
の
が
手
順
で

あ
る
。
し
か
し
特
別
区
が
設
立
す
る
ま
で
は
、
四
区
に
よ
る
協
議

も
規
約
も
、
そ
れ
に
対
す
る
知
事
の
許
可
も
存
在
し
得
な
い
。
ま

た
四
特
別
区
は
そ
の
事
務
の
一
部

・

・

・

・

・

を
共
同
し
て
処
理
す
る
た
め
に

組
合
を
設
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
協
定
書
案
・
別
表
第
２

－

３
の

福
祉
施
設
・
市
民
利
用
施
設
が
そ
も
そ
も
ど
の
特
別
区
の
事
務
の

一
部
（
原
籍
）
な
の
か
の
仕
分
け
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
事
前

に
決
め
難
く
仕
分
け
困
難
な
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
第
三
三
回
法
定
協
議
会
（
二

二

年
二
月
二
六
日
）

に
提
出
さ
れ
た
「
各
府
省
の
意
見
・
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答
」

と
い
う
資
料
に
よ
る
と
、
総
務
省
の
「
意
見
・
質
問
」
に
対
し
て

法
定
協
議
会
事
務
局
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

一
部
事
務
組
合
の
設
置
の
許
可
は
、
特
別
区
の
設
置
の
日
に

受
け
ま
す
。
そ
の
手
続
き
は
、
特
別
区
の
設
置
の
日
の
前
日
ま

で
の
間
に
あ
ら
か
じ
め
大
阪
市
に
お
い
て
一
部
事
務
組
合
に
か

か
る
規
約
の
案
を
検
討
し
て
お
き
、
そ
れ
を
基
に
、
特
別
区
の

設
置
の
日
の
当
日
に
お
い
て
、
特
別
区
の
職
務
執
行
者
（
旧
大

阪
市
の
長
で
あ
っ
た
者
）
が
、
専
決
処
分
を
経
て
、
協
議
に
よ

り
一
部
事
務
組
合
の
規
約
を
定
め
、
知
事
の
許
可
を
得
る
と
い

う
一
連
の
手
続
き
を
、
同
日
付
け
で
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い

ま
す
。

特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
第
五
の
特
別
区
と
も
い
え
る
一
部

事
務
組
合
の
設
立
が
、
は
た
し
て
職
務
執
行
者
の
「
専
決
処
分
」

で
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
は
消
え
な
い
。
検
証
す
べ
き
自

治
権
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
だ
。
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別
区
最
大
の
主
力
税
源
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
状
の
個
人

市
民
税
所
得
割
は
四
分
の
三
（
八
％
か
ら
六
％
）
に
縮
小
さ
れ
る

と
い
う
事
実
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
現
在
の
大
阪
市
税
収
入
が
ど
の
よ
う
に
四
特
別
区
の
税

と
し
て
移
行
す
る
の
か
を
み
て
み
た
い
。

直
近
二

一
八
年
度
決
算
で
の
大
阪
市
税
収
入
は
七
三
七
四
億

円
で
あ
る
。
協
定
書
案
に
よ
り
府
税
に
移
管
さ
れ
る
税
目
の
市
税

合
計
に
対
す
る
割
合
を
示
す
と
、
法
人
市
民
税
一
八
・
八
％
、
固

定
資
産
税
三
八
・
四
％
、
都
市
計
画
税
七
・
八
％
、
事
業
所
税
三

・
八
％
の
合
わ
せ
て
六
八
・
八
％
と
な
り
、
特
別
区
税
と
し
て
残

さ
れ
る
税
源
は
個
人
市
民
税
（
均
等
割

・
七
％
、
所
得
割
二
六

・
四
％
）
と
な
り
、
そ
の
他
の
軽
自
動
車
税
（

・
二
％
）、
市
た

ば
こ
税
（
三
・
九
％
）、
入
湯
税
（

・

％
）
を
合
わ
せ
て
も
、

現
在
の
市
税
収
入
に
対
す
る
割
合
は
三
一
・
二
％
に
過
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
先
述
し
た
よ
う
に
大
阪
市
市
民
税
所
得
割
の
特
例
分

（
税
率
八
％
中
の
二
％
）
は
府
民
税
に
移
管
さ
れ
る
結
果
特
別
区

民
税
の
割
合
は
さ
ら
に
下
回
る
こ
と
に
な
る
（
移
管
分
は
二
六
・

四
％
の
四
分
の
一
の
六
・
六
％
相
当
割
合
）。
こ
の
結
果
、
特
別

区
税
の
市
町
村
税
相
当
額
に
占
め
る
割
合
は
三
一
・
二
％
か
ら
六

・
六
％
を
減
じ
た
二
四
・
六
％
に
低
下
す
る
（
府
税
の
割
合
は
七

五
・
四
％
）。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
市
税
収
入
か
ら
区
税

と
し
て
残
る
の
は
四
分
の
一
に
満
た
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
特
別
区
の
財
政
自
治
は
保
証
さ
れ
ず
、
ニ
ア
・
イ
ズ

・
ベ
タ
ー
な
ど
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
特
別
区
民
に
と
っ
て
悪
夢

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

②　

東
京
特
別
区
と
の
大
き
な
財
源
格
差

こ
れ
に
対
し
て
東
京
特
別
区
区
域
内
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

都
税
と
特
別
区
税
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
税
相
当
額
の
配
分
割
合

は
、
都
税
六
七
％
、
特
別
区
税
三
三
％
と
試
算
さ
れ
て
い
⑻る
。
大

阪
特
別
区
税
の
二
四
・
六
％
に
比
べ
て
割
合
と
し
て
一
・
三
四
倍

だ
が
、
経
済
の
東
京
一
極
集
中
を
反
映
し
た
税
収
実
額
で
比
較
す

る
と
こ
の
差
は
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。

二

一
七
年
度
決
算
で
は
、
特
別
区
税（
Ａ
）が
一
兆
五
五
一
億

円
（
う
ち
特
別
区
民
税
が
九
二
・
二
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

大
阪
市
域
の
特
別
区
税
相
当
額（
Ｂ
）は
一
八
二
二
億
円
（
同
八
二

・
六
％
）
で
あ
る
。
実
に
五
・
八
倍
（
Ａ
／
Ｂ
）
の
格
差
が
あ
る
。

東
京
都
区
部
は
人
口
で
大
阪
市
の
三
・
五
倍
（
二

一
五
年
国
勢

調
査
）
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
東
京
と
大
阪
で
の
特
別
区

税
の
税
源
の
較
差
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
数
字
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
き
な
較
差
が
生
ま
れ
る
の
か
。
こ
れ

は
特
別
区
税
が
個
人
所
得
を
税
源
と
す
る
特
別
区
民
税
に
大
き
く

依
存
し
、
大
都
市
の
経
済
活
動
を
反
映
す
る
都
市
的
税
目
を
欠
い

て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大
阪
都
市
圏
に
お
け
る
大
阪
都
市
圏
特

有
の
人
口
構
造
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
る
。

東
京
都
区
部
と
大
阪
市
の
昼
夜
間
人
口
比
率
に
は
大
き
な
差
は

な
い
（
二

一
五
年
国
勢
調
査
で
大
阪
市
一
三
一
・
七
、
東
京
都

区
部
一
二
九
・
八
）。
し
か
し
、
大
阪
都
市
圏
で
は
高
額
所
得
者

の
多
く
が
大
阪
市
内
に
収
入
源
を
も
つ
も
の
の
、
居
住
す
る
の
は

市
外
で
あ
る
と
い
う
人
口
構
造
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
京
で
は
高

額
所
得
者
の
多
く
が
中
心
区
に
集
中
し
て
居
住
し
て
い
る
と
い
う

大
き
な
相
違
が
あ
る
。

そ
の
実
情
を
『
個
人
所
得
指
標
（
二

一
九
年
⑼版
）』
に
よ
っ

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
指
標
は
、「
二

一
九
年
度
市
町
村
税
課
税
状
況
調
」
を

基
礎
デ
ー
タ
と
し
て
、「
人
口
一
人
あ
た
り
所
得
（
課
税
対
象
所

得
額
を
人
口
で
割
っ
て
得
ら
れ
た
額
）」
を
全
国
平
均
を
一

と
し
て
指
数
化
し
た
も
の
で
、
市
区
町
村
別
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
東
京
特
別
区
合
計
の
指
数
は
一
六
三
・
六
と
き

わ
め
て
高
水
準
で
あ
る
。
港
区
の
四
一

・
三
を
筆
頭
に
足
立
区

の
一

六
・
四
ま
で
二
三
区
の
す
べ
て
が
全
国
平
均
を
上
回
り
、

全
国
上
位
五

市
区
町
村
に
は
、
港
区
か
ら
北
区
ま
で
実
に
一
八

区
が
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
阪
市
は
九
四
・

八
と
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
。
一
方
大
阪
市
以
外
の
大
阪
府

内
で
は
吹
田
市
の
一
二
三
・
五
を
筆
頭
に
、
箕
面
市
（
一
二
二
・

二
）、
豊
中
市
（
一
一
八
・
五
）、
池
田
市
（
一
一

・
八
）、
茨
木

市
（
一

八
・

）、
大
阪
狭
山
市
（
一

二
・
二
）
の
六
市
が
全

国
平
均
を
上
回
り
、
そ
の
他
大
阪
通
勤
圏
の
都
市
で
は
芦
屋
市

（
一
八
四
・
七
）、
西
宮
市
（
一
二
七
・
七
）、
宝
塚
市
（
一
一
七
・

五
）、
三
田
市
（
一

九
・
六
）、
生
駒
市
（
一
一
五
・
三
）
な
ど
が

高
水
準
で
あ
る
。

個
人
の
所
得
を
対
象
と
す
る
特
別
区
民
税
に
依
存
し
た
特
別
区

の
税
制
で
は
、
た
と
え
財
政
調
整
交
付
金
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

と
て
も
大
阪
市
民
（
特
別
区
民
）
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
阪
市
民
は
、
こ
う

し
た
税
制
の
仕
組
み
と
個
人
所
得
課
税
の
実
態
お
よ
び
み
ず
か
ら

の
居
住
す
る
自
治
体
（
特
別
区
）
の
税
財
源
の
変
化
を
理
解
し
た

う
え
で
、
住
民
投
票
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
大
阪
市
か
ら
特
別
区
に
移
行
す
る
と
、
政
令
指
定
都
市

の
特
例
と
し
て
得
ら
れ
て
い
た
財
源
の
多
く
が
大
阪
府
に
移
転
す

る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
・
府
道
管
理
に
対
し
て

交
付
さ
れ
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
・
軽
油
取
引
税
交
付
金
・
特
別

と
ん
譲
与
税
が
事
務
移
管
・
法
令
等
に
よ
り
大
阪
府
に
移
転
さ
れ

る
。
ま
た
政
令
指
定
都
市
と
し
て
大
阪
市
が
発
行
主
体
と
な
っ
て

い
た
一

億
円
を
超
え
る
宝
く
じ
収
益
金
も
大
阪
府
に
移
転
す

る
こ
と
に
な
る
。
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化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
ⓑ
特
別
区
行
政
の
自
主
的
か
つ
計
画
的

運
営
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
で
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
条
例
で
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
を
特
別
区
に
交
付
す
る
。
こ

れ
が
い
わ
ゆ
る
「
都
区
財
政
調
整
制
度
」
で
、
地
方
交
付
税
の
東

京
都
版
と
も
い
え
る
。

そ
の
概
要
を
み
る
と
、
都
に
移
管
さ
れ
た
前
記
の
調
整
三
税

（
固
定
資
産
税
・
法
人
市
民
税
・
土
地
保
有
税
）
に
二

二

年

度
か
ら
法
人
事
業
税
交
付
⒀金
を
加
え
た
額
の
五
五
％
が
調
整
対
象

財
源
と
な
る
。
こ
の
五
五
％
が
都
条
例
で
定
め
る
調
整
率
で
、
現

在
の
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
二

年
度
は
五
二
％
だ
っ
た

が
、
二

七
年
度
か
ら
現
行
調
整
率
と
な
っ
た
。
残
り
の
四
五

％
は
都
の
財
源
と
な
る
。

調
整
対
象
財
源
総
額
の
九
五
％
が
普
通
交
付
金
、
五
％
が
特
別

交
付
金
と
な
る
。
普
通
交
付
金
の
算
定
方
法
は
ほ
ぼ
国
の
地
方
交

付
税
に
準
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
測
定
単
位
の
数

や
補
正
係
数
の
数
が
少
な
い
等
の
相
違
は
あ
る
。
相
違
の
な
か
で

重
要
な
の
は
、
基
準
財
政
収
入
額
算
定
に
用
い
る
基
準
税
率
が
国

の
地
方
交
付
税
の
七
五
％
に
対
し
て
、
都
の
調
整
制
度
で
は
八
五

％
と
よ
り
高
率
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
留
保
財
源
の

差
一

％
に
つ
い
て
、
都
担
当
課
は
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に

あ
た
り
「
そ
の
他
諸
費
」
の
款
に
人
口
を
単
位
と
し
て
算
定
す
る

こ
と
で
、
特
別
区
の
自
主
財
源
総
額
は
確
保
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
⒁る
。
つ
ま
り
全
体
的
に
収
入
を
割
り
増
し
た
相

当
額
を
、
需
要
で
も
割
り
増
し
て
均
衡
さ
せ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
二

一
九
年
度
の
算
定
結
果
（
当
初
分
）

で
、
調
整
交
付
金
の
不
交
付
団
体
と
な
っ
た
の
は
二
三
区
中
港
区

（
財
政
力
指
数
一
・
二
六
）
だ
け
で
あ
っ
た
。

②　

協
定
書
案
の
財
政
調
整
交
付
金
制
度

つ
ぎ
に
協
定
書
案
に
よ
る
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
制
度
に
つ

い
て
み
て
み
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
大
阪
府
と
特
別
区
設
置
法

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
特
別
区
に
も
都
区
財
政
調
整
制
度
の
基
本

的
な
枠
組
み
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体

で
あ
る
都
と
は
異
な
り
、
大
阪
で
は
府
・
市
と
も
に
交
付
団
体
で

あ
る
な
ど
財
政
環
境
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
阪
独

自
の
加
算
制
度
案
と
な
っ
て
い
る
。

協
定
書
案
に
よ
る
と
、
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
の
総
額
は

「
調
整
税
等
の
額
」（
Ａ
）
に
一
定
の
交
付
割
合
を
乗
じ
た
額
に
、

「
地
方
交
付
税
等
を
勘
案
し
た
額
」（
Ｂ
）
を
合
わ
せ
た
額
（
Ａ
＋

Ｂ
）
と
な
り
、
こ
れ
に
加
え
て
「
特
例
と
し
て
一

年
間
年
二

億
円
」（
Ｃ
）
が
交
付
さ
れ
る
案
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
協
定
書
案
に
よ
っ
て
説
明
し
、
若
干
の
所
見
を
加
え
た

い
。
Ａ
は
都
区
財
政
調
整
制
度
の
調
整
対
象
財
源
に
相
当
す
る
も

の
で
、
調
整
三
税
（
都
と
同
様
）
の
収
入
額
と
法
人
事
業
税
交
付

金
相
当
額
の
合
算
額
（
協
定
書
案
で
は
「
調
整
税
等
の
額
」）
に

⑵　

地
方
交
付
税
の
特
例
―
―「
都
区
合
算
制
度
」

地
方
交
付
税
は
、
①
地
方
団
体
の
共
有
の
固
有
財
源
、
②
地
方
の

一
般
財
源
、
③
国
と
地
方
の
財
源
配
分
を
補
完
す
る
、
と
い
う
性
格

を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
⑽る
。

し
か
し
、
特
別
区
で
は
い
わ
ゆ
る
「
都
区
合
算
制
度
」
が
適
用
さ

れ
、
地
方
交
付
税
に
よ
る
財
源
保
障
の
「
蚊
帳
の
外
」
に
置
か
れ
て

い
る
。
地
方
交
付
税
法
第
二
一
条
は
、「
都
に
あ
つ
て
は
、
道
府
県

に
対
す
る
交
付
税
の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の
全
区
域
を
道
府
県
と
、

市
町
村
に
対
す
る
交
付
税
の
算
定
に
関
し
て
は
そ
の
特
別
区
の
存
す

る
区
域
を
市
町
村
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需

要
額
の
合
算
額
及
び
基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
を
も
つ
て
そ
の
基

準
財
政
需
要
額
及
び
基
準
財
政
収
入
額
と
す
る
」
と
規
定
し
、
都
区

合
算
制
度
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
都
お
よ
び
特
別
区
が
一
般
の
道
府
県
・
市
町
村
と
は
異
な

る
事
務
分
担
と
税
財
政
制
度
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
交
付

税
制
度
で
対
応
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
難
し
い
こ
と
に
よ
る
変
則
的

対
応
で
あ
る
。
都
と
区
は
一
体
の
団
体
と
み
な
さ
れ
る
た
め
交
付
税

は
都
に
交
付
さ
れ
、
特
別
区
に
直
接
交
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

も
っ
と
も
東
京
の
実
態
を
み
る
と
、
毎
年
度
の
算
定
に
お
い
て
財

源
不
足
が
生
じ
る
（
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
が
上
回

る
）
こ
と
は
、
東
京
の
経
済
力
か
ら
考
え
難
い
こ
と
で
あ
り
、
実
際

に
東
京
都
は
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
な
お

一
九
七
六
年
度
に
は
市
町
村
分
で
、
二

一

、
二

一
一
の
両
年

度
で
は
道
府
県
分
で
財
源
不
足
が
算
定
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
合
算

算
定
の
結
果
交
付
税
は
交
付
さ
れ
な
か
っ
⑾た
。

一
方
で
、
大
阪
府
も
大
阪
市
も
と
も
に
地
方
交
付
税
交
付
団
体
で

あ
る
。
二

一
八
年
度
普
通
会
計
決
算
で
は
、
府
は
二
三
六

億
円

（
歳
入
総
額
の
九
・
一
％
）、
市
は
四
三
六
億
円
（
同
二
・
五
％
）
と

な
っ
て
い
る
。
特
別
区
移
行
後
は
、
東
京
都
と
同
じ
合
算
方
式
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
自
治
体
が
四
つ
の
自
治
体
に
分
割

さ
れ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
に
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
門
が
あ
る
の

で
、
必
然
的
に
行
政
経
費
は
増
大
す
る
が
、
地
方
交
付
税
算
定
に
あ

た
っ
て
は
合
算
方
式
な
の
で
分
割
に
と
も
な
う
経
費
増
は
ま
っ
た
く

考
慮
さ
れ
な
い
（
東
京
都
区
で
は
そ
も
そ
も
不
交
付
団
体
な
の
で
こ

の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
大
阪
の
特
別
区
は

財
政
難
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
法
定
協
議
会
資
⑿料
に
は
、

地
方
交
付
税
相
当
額
（
市
町
村
算
定
分
（
臨
時
財
政
対
策
債
を
ふ
く

む
））
を
財
政
調
整
財
源
に
追
加
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
今
後
法
令
の
改
正
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑶　

都
区
財
政
調
整
制
度
と

協
定
書
案
に
よ
る
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
制
度　

①　

東
京
特
別
区
の
都
区
財
政
調
整
制
度

都
は
、
ⓐ
都
と
特
別
区
お
よ
び
特
別
区
相
互
間
の
財
源
の
均
衡
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ⓓ
大
阪
市
の
既
発
債
の
「
償
還
に
係
る
各
特
別
区
の
負
担
額
、
及

び
そ
の
他
各
特
別
区
の
需
要
に
充
て
る
た
め
の
人
口
に
応
じ
た
額

を
算
定
す
る
」「
た
だ
し
、
特
別
区
に
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行

可
能
額
が
算
定
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
発
行
可
能
額
を
控
除
す

る
」、
ⓔ
基
準
財
政
収
入
額
で
は
基
準
税
率
を
八
五
％
と
す
る（
東

京
と
同
様
に
需
要
額
で
対
応
す
る
の
か
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
）、

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
総
括
す
る
と
、
特
別
区
の
財
政
は
大
阪
府
の「
さ
じ
加
減
」

次
第
で
、
財
政
自
治
の
観
点
か
ら
み
て
も
き
わ
め
て
不
安
定
な
シ

ス
テ
ム
の
も
と
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
高
い
。「
交
付
割
合
」
は

毎
年
度
大
阪
府
・
特
別
区
協
議
会
で
検
証
を
行
う
協
議
事
項
と

な
っ
て
い
る
が
、
毎
年
度
紛
糾
す
る
可
能
性
が
高
い
。
か
つ
て
国

に
お
い
て
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
が
地
方
交
付
税
へ
と
移
行
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
経
緯
は
ま
さ
に
「
他
山
の
石
」
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
特
別
区
側
に
は
、
東
京
特
別
区
の
区
長
会
事
務
局
を
参
考

に
、
強
力
な
特
別
区
長
会
事
務
局
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
ろ
う
。

⑷　

都
市
計
画
税
・
事
業
所
税
と
目
的
税
交
付
金

大
阪
府
に
移
管
さ
れ
る
目
的
税
で
あ
る
都
市
計
画
税
・
事
業
所
税

は
、
市
民
や
市
内
企
業
が
負
担
す
る
特
別
な
負
担
で
あ
り
、
本
来
的

に
市
域
内
で
の
事
業
に
充
て
る
こ
と
で
市
民
や
市
内
企
業
に
還
元
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
源
で
あ
る
。

し
か
し
協
定
書
案
で
は
、
特
別
区
に
そ
の
税
収
の
一
定
割
合
し
か

目
的
税
交
付
金
と
し
て
交
付
し
な
い
と
い
う
制
度
設
計
と
な
っ
て
お

り
、
目
的
税
の
趣
旨
か
ら
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
交
付
率
は
特
別

区
の
設
置
の
日
が
属
す
る
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
三
年
度
の
平
均

で
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
二

一
四
～
二

一
六
年
度
ま
で

の
三
年
度
平
均
の
場
合
は
五
三
％
）。

む
す
び

協
定
書
案
は
、
八
項
目
に
わ
た
り
構
想
さ
れ
た
膨
大
な
大
阪
市
廃

止
・
解
体
に
よ
る
特
別
区
設
置
の
設
計
図
で
あ
る
。
そ
の
全
体
像
や

各
論
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

本
稿
で
は
、
事
務
分
担
・
財
政
調
整
に
絞
っ
て
検
討
し
た
が
、
今

後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
一
人
ひ
と
り
の
市
民
が
み
ず
か
ら
の

課
題
と
し
て
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
が

少
し
で
も
そ
れ
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
、
東
京
と
大
阪
で
は
戦
後
の
大
都
市
制
度
の
歴
史
で
ま
っ

た
く
別
の
途
を
歩
ん
で
現
在
異
な
る
現
状
に
あ
る
こ
⒂と
、
そ
し
て
そ

の
置
か
れ
て
い
る
地
理
的
・
社
会
的
条
件
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
も
そ

も
大
阪
に
東
京
と
同
様
の
都
区
制
度
が
必
要
な
の
か
と
い
う
疑
問
が

大
阪
府
の
条
例
で
定
め
る
一
定
の
交
付
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
で

あ
る
。
こ
の
交
付
割
合
は
「
特
別
区
と
大
阪
府
に
お
い
て
財
政
調

整
が
必
要
な
額
の
総
額
の
う
ち
、
特
別
区
に
係
る
額
の
割
合
を
特

別
区
の
設
置
の
日
が
属
す
る
年
度
の
前
々
年
度
ま
で
の
三
年
度
分

に
つ
い
て
算
定
し
、
そ
の
平
均
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
」

と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
そ
の
算
定
は
、
特
別
区
と
大
阪
府
の
事
務
の

分
担
及
び
税
源
（
調
整
税
を
除
く
。）
の
配
分
等
に
応
じ
て
、
決

算
数
値
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
」
と
協
定
書
案
に
記
載
さ

れ
て
い
る
（
一
つ
の
目
安
と
し
て
七
八
・
七
％
が
示
さ
れ
て
い

る
）。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
文
言
で
事
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
し
か
も
交
付
割
合
は
毎
年
度
変
動
し
、
毎
年
度
大
阪

府
・
特
別
区
協
議
会
で
検
証
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
外

部
か
ら
も
検
証
を
要
す
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

Ｂ
は
、
協
定
書
五
・
２
・
㈠
の
但
し
書
き
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
大
阪
府
の
条
例
で
定
め
る
」
加
算
額
で
あ
る
。
加
算
が
行
わ
れ

る
前
提
と
し
て
「
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
が
目
的
を
達
成
す
る

た
め
の
額
を
下
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
に
限
定
し
て
記
載
し

て
い
る
こ
と
に
恣
意
的
運
用
を
感
じ
る
。
こ
う
し
た
制
度
保
障
は

明
確
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
で
加
算
す
る
額
は
「
当
面
・

・

、
地

方
交
付
税
を
財
源
と
す
る
財
政
運
営
が
不
可
避
で
あ
る
点
に
鑑

み
、
地
方
交
付
税
や
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
可
能
額
及
び
公
債

費
負
担
等
を
勘
案
し
た
も
の
と
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
傍

点
は
筆
者
）。

地
方
交
付
税
は
「
都
区
合
算
制
度
」
の
適
用
に
よ
り
府
の
歳
入

と
な
る
が
、
と
も
に
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
（
財
源
超
過
）
で

あ
る
東
京
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
と
も
に
交
付
団
体（
財
源
不
足
）

で
あ
る
大
阪
に
あ
っ
て
は
、
特
別
区
の
財
源
と
し
て
特
別
区
に
相

応
の
額
を
交
付
す
る
明
確
な
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

Ｃ
は
、
協
定
書
に
お
い
て
「
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
の
総
額

の
特
例
」
と
し
て
、
特
別
区
設
置
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
度
か

ら
毎
年
度
の
一

年
間
二

億
円
を
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
に

加
算
し
て
交
付
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
特
別
区
の
設
置
初

期
に
お
い
て
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
よ
り
安
定
的
な
提
供
を
図
る
」
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
特
別
区
設
置
後
は
予
想
外
の
費

用
が
発
生
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
と
て
も
こ
の
程
度
の
額
で
初
期

経
費
が
賄
え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
の
総
額
（
Ａ
＋
Ｂ
）
の
交
付
方
法
等

に
つ
い
て
協
定
書
案
は
算
定
ル
ー
ル
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。
ⓐ
交
付
金
の
総
額
の
九
四
％
を
普
通
交
付
金
、
六
％
を
特
別

交
付
金
と
す
る
、
ⓑ
普
通
交
付
金
は
普
通
交
付
税
に
準
じ
た
方
法

で
算
定
し
、
財
源
不
足
額
を
基
準
に
交
付
、
ⓒ
基
準
財
政
需
要
額

の
算
定
で
は
、
地
方
交
付
税
の
算
定
を
基
本
と
す
る
が
「
生
活
保

護
費
な
ど
の
義
務
度
の
高
い
経
費
を
実
態
に
応
じ
て
算
定
す
る
」、
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⑸　

松
田
健
司
「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る

法
律
施
行
令
等
に
つ
い
て
」『
地
方
自
治
』
二

一
三
年
五
月
号
、

四
五
頁
。

⑹　

東
京
都
総
務
局
人
事
部
編
『
職
員
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
平
成
三
一

年
版
）』
二

一
九
年
、
一
一
四
頁
。
な
お
、
東
京
都
に
お
け
る

特
例
制
度
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
表
１
の
参
考
欄
「
東
京

都
区
制
度
の
事
務
分
担
」
の
数
字
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

⑺　

木
村
俊
介
『
広
域
連
携
の
仕
組
み
―
―
一
部
事
務
組
合
・
広
域

連
合
・
連
携
協
約
の
機
動
的
な
運
用
（
改
訂
版
）』
第
一
法
規
、

二

一
九
年
、
七
五
頁
に
は
、
一
部
事
務
組
合
の
課
題
と
し
て
、

迅
速
な
意
思
決
定
が
困
難
で
構
成
団
体
の
意
見
が
反
映
さ
れ
に
く

い
と
多
く
の
地
方
団
体
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。

⑻　

前
掲
⑹
、
四
一
三
頁
、
表
２
参
照
。

⑼　

ゼ
ン
リ
ン
ジ
オ
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
編
『
個
人
所
得
指
標
（
二

一
九
年
版
）』
ゼ
ン
リ
ン
ジ
オ
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
二

一

九
年
、
を
参
照
。

⑽　

地
方
交
付
税
制
度
研
究
会
編
『
平
成
三
一
年
度
地
方
交
付
税
の

あ
ら
ま
し
』
地
方
財
務
協
会
、
二

一
九
年
、
一
四
頁
。

⑾　

石
原
信
雄
『
地
方
財
政
調
整
制
度
論
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八

四
年
、
二
四
一
頁
、
な
ど
を
参
照
。

⑿　

副
首
都
推
進
局
「
副
首
都
・
大
阪
に
ふ
さ
わ
し
い
大
都
市
制
度

《
特
別
区
制
度
（
案
）》」
二

一
九
年
一
二
月
二
六
日
の
「
６
財

政
調
整
」
の
財
政
六
頁
、
な
ど
。

⒀　

法
人
事
業
税
交
付
金
は
二

二

年
度
か
ら
市
町
村
民
税
法
人

税
割
の
地
方
交
付
税
原
資
化
の
拡
大
に
と
も
な
う
減
収
分
の
補
填

措
置
と
し
て
、
新
設
の
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
（
都
道
府
県
へ
国

税
で
あ
る
特
別
法
人
事
業
税
の
全
額
を
人
口
を
基
準
と
し
て
交

付
。
地
方
交
付
税
の
不
交
付
団
体
に
は
譲
与
制
限
が
あ
る
（
留
保

財
源
相
当
額
四
分
の
一
は
保
障
））。
こ
れ
を
原
資
に
し
て
都
道
府

県
は
そ
の
一
部
を
市
町
村
の
従
業
者
数
・
法
人
税
割
額
を
基
準
に

し
て
市
町
村
へ
交
付
す
る
。

⒁　

東
京
都
総
務
局
行
政
部
区
政
課
「
都
区
財
政
調
整
制
度
に
つ
い

て
」
二

一
八
年
一

月
。
比
較
は
四
七
～
五

頁
、
基
準
税
率

の
違
い
は
二
七
頁
参
照
。

⒂　

大
都
市
制
度
の
経
緯
、
東
京
の
区
と
大
阪
市
の
区
の
対
比
に
つ

い
て
は
、
本
稿
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
筆
者
に
よ
る
つ
ぎ
の
論

文
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

木
村
收
「
大
都
市
制
度
と
大
阪
市
―
―
市
政
一
二

年
の
軌
跡
」

『
都
市
問
題
研
究
』
二

九
年
五
月
号
。

同
「
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
と
大
阪
府
・
市
統
合
再
編
―
―

府
・
市
特
別
区
設
置
協
議
会
の
論
点
と
課
題
」『
市
政
研
究
』

一
八

号
、
二

一
三
年
。

同
「
大
阪
の
区
・
東
京
の
区
（
上
）
―
―
戦
前
期
の
区
制
」『
市
政

研
究
』
一
八
一
号
、
二

一
三
年
。

同
「
大
阪
の
区
・
東
京
の
区
（
下
）
―
―
戦
後
大
都
市
制
度
と
し

て
の
区
制
」『
市
政
研
究
』
一
八
二
号
、
二

一
四
年
。

生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

東
京
都
区
部
は
大
阪
市
に
比
べ
て
人
口
で
三
・
五
倍
、
面
積
で
三

・
六
倍
の
巨
大
な
区
域
で
あ
る
。
特
別
区
が
東
京
都
に
占
め
る
人
口

の
割
合
は
約
七
割
、
一
方
大
阪
市
が
大
阪
府
に
占
め
る
人
口
の
割
合

は
三
割
で
あ
る
。
人
口
三
割
で
は
都
区
制
度
を
導
入
す
る
理
由
に
は

な
ら
な
い
。「
人
口
が
高
度
に
集
中
す
る
大
都
市
地
域
に
お
け
る
行

政
の
一
体
性
及
び
統
一
性
の
確
保
」
を
理
由
に
大
阪
市
を
廃
止
・
解

体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
具
体
的
な
説
明
は
協
定
書
案
か

ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
口
三
割
、
面
積
に
い
た
っ
て
は

わ
ず
か
一
割
の
地
域
が
一
つ
の
自
治
体
と
し
て
し
っ
か
り
と
ま
と
ま

り
、
大
阪
府
が
広
域
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の
調
整
を

行
っ
た
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
三
割
の
人
口
構
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
府
議
会
に
お

い
て
一
般
市
町
村
と
異
な
る
地
域
的
課
題
を
取
り
扱
う
際
、
三
割
の

影
響
力
（
発
言
力
）
し
か
も
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近

「
大
阪
市
民
は
大
阪
府
民
、
大
阪
市
の
も
の
は
大
阪
府
の
も
の
」
と

い
う
倒
錯
し
た
論
理
を
聞
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
「
三
割
の

壁
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

特
別
区
設
置
法
第
一
一
条
は
「
事
務
の
分
担
並
び
に
税
源
の
配
分

及
び
財
政
の
調
整
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
、
政
府
に
意
見
を
申
し
出

る
場
合
に
必
要
な
要
件
を
念
入
り
に
も
定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①

特
別
区
と
こ
れ
を
包
括
す
る
道
府
県
が
共
同
し
て
申
し
出
る
こ
と
、

②
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
の
二
つ
の
条
件
で
あ
る
。
府
議
会
で
の
「
三
割
の
壁
」
は
、
特

別
区
民
（
大
阪
市
民
）
に
と
っ
て
自
治
権
制
約
の
壁
と
も
な
り
か
ね

な
い
。
特
別
区
設
置
法
に
よ
る
特
別
区
に
は
、
同
じ
立
場
で
と
も
に

国
に
働
き
か
け
る
自
治
体
も
い
な
い
厳
し
い
事
態
が
待
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
注
）⑴　

松
本
英
昭
『
要
説
地
方
自
治
法
（
第
一

次
改
訂
版
）』
ぎ
ょ

う
せ
い
、
二

一
八
年
、
八
三
六
～
八
四

頁
、
を
参
照
。

⑵　

下
山
憲
治
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」『
自
治
総
研
』

二

二

年
三
月
号
、
月
刊
東
京
児
童
相
談
所
取
材
班
「
二
三
区

の
児
童
相
談
所
設
置
と
そ
の
準
備
の
動
向
に
つ
い
て
」『
月
刊
東

京
』
二

二

年
一
・
二
号
、
な
ど
を
参
照
。

⑶　

植
田
昌
也
「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
設
置
に
関
す
る
法

律
に
つ
い
て
」『
地
方
自
治
』
二

一
二
年
一
一
月
号
。
四
八
頁

に
事
前
協
議
制
に
つ
い
て
共
同
提
案
者
で
あ
る
佐
藤
茂
樹
衆
議
院

議
員
の
答
弁
を
掲
載
。

⑷　

特
別
区
協
議
会
『「
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
」
に
も
と
づ

く
特
別
区
制
度
設
計
の
記
録
』
学
陽
書
房
、
二

一
六
年
、
一

二
、
一

三
頁
。

「特別区設置協定書案」の検証　

61 60


